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第Ⅰ編 

平成 28年基準（隙間なし天井の新基準）の逐条解説 
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１ 本逐条解説について

本稿は隙間なし天井の新基準の趣旨の理解のために必要となる事項をまとめたものであ

る。

今回の新基準は、特定天井に関する設計ルートのうち、仕様ルートとして、周囲の壁等

との間に隙間を設けない仕様を追加するものである（図 1）。 

図 1 新基準の位置付け 

本改正に伴い、告示の構成が変更され、第３第１項だった従来の基準の仕様ルートが第

３第２項とされ、新基準は第３第３項として追加された。また、従来第３第２項に定めら

れていた計算ルートの規定が、第３第４項とされた。これに伴い、本告示を引用している

他の技術基準告示について、引用規定の変更のための改正が行なわれている（付録８参照）。

また、免震建築物の技術基準（平成 12 年建設省告示第 2009 号）については、新基準に対

応して、設計用水平震度に関する規定の改正（追加）もなされている（３.２.２(４)参照）。 

(告示第3第4項
第二号）

特定天井の構造方法
（告示第3第2項又は第3項）

水平震度法
（告示第3第4
項第一号）

簡易
ｽﾍﾟｸﾄﾙ法

応答
ｽﾍﾟｸﾄﾙ法

躯体が

時刻歴

（法20条

第一号）

判断

天井の

大臣認定

（令39条

第3項）

計算ルート仕様ルート 大臣認定
ルート

Yes No

法：建築基準法、　令：建築基準法施行令、　告示：平成２５年国土交通省告示第７７１号
判断：設計者の設計方針に基づく判断

従来の基準（告示第3第2項）

隙間

斜め部材壁

床・屋根

新基準（告示第3第3項)

隙間なし、斜め部材なし

壁

床・屋根

No
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２ 新基準の考え方 

①は、従来の基準と同等の耐震性能であること。

① 従来の基準と同様、中地震（稀地震）に対して天井の損傷を防止 することにより、

中地震を超える一定の地震時においても天井の脱落の低減を図ることを目標とする。 

② 従来の基準は、地震時に天井面に加わる外力を斜め部材で受けるとともに、一定の

隙間（クリアランス）を設けることで天井と周囲の壁等が衝突しないことを基本的な

考え方としているが、新基準は、地震時に天井面に加わる外力を、天井面構成部材及

び周囲の壁等を介して構造躯体に伝達 することにより、構造耐力上の安全性を確保

しようとするものである。

＜従来の基準＞   ＜新基準＞

図 1 従来の基準と新基準（壁際の断面図） 

③ このため、新基準においては、以下の事項が重要なポイントとなる。

ⅰ）天井面は水平とし、天井面と周囲の壁等との間には、隙間を設けない こと

ⅱ）天井面構成部材及び周囲の壁等は、施工上やむを得ず生じる隙間に起因した 衝撃

力を含む外力に対して損傷しないよう十分な剛性及び強度を有している こと（い

わゆる“システム天井”は対象外）

ⅲ）層間変形による強制変形に対して追随できるものであること

④ 新基準は、天井面構成部材や周囲の壁等に生じる衝撃力を考慮して定めるものであ

るが、各部材等に生じる衝撃力を精緻に解析できる十分な知見は得られていないた

め、天井面の単位質量、吊り長さ等の仕様については、原則として、平成 25 年度基

整促事業の実験結果等を踏まえた仕様を要件 とする。

⑤ 地震時に天井面に加わる外力については、衝突時速度と衝撃力の関係に、等価線形

化法における等価周期・等価減衰の考え方を組み合せることより、従来の基準の水平

震度（床応答スペクトル）のレベルに整合させるように設定する。また、天井の許容

耐力については、試験データに基づき、天井面の規模、動的・繰返し、吊り長さ及び

開口による耐力低減の効果を考慮して設定し、例示仕様以外の仕様であっても、試験

により評価した許容耐力を用いて設計できる こととする。

⑥ Ｘ方向は従来の基準、Ｙ方向は新基準など、検討する方向ごとに異なる基準を適用

することはできない。

隙間

斜め部材壁

床・屋根

隙間なし、斜め部材なし

壁

床・屋根
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③ⅰ）で「天井面は水平」としているのは、段差等の部分には面内剛性・耐力の低下が

生じて当該部分の損傷が懸念されるためである。 

③ⅱ）では一定の剛性と耐力を期待できると考えらえる天井の仕様として、JIS A 6517

に規定される下地材とせっこうボード等の面材を組み合わせた天井を想定している。いわ

ゆるシステム天井は十分な面内圧縮剛性と耐力が確保できないものとして対象にしていな

い。 

③ⅲ）で、新基準では壁等との間の隙間を設けないことと合わせて、構造躯体の地震時

層間変形への追随性を持たせるために、天井裏には斜め部材を設けないこととする。 

 

新基準では地震力を負担させるための壁等を天井の四周に配置することを想定しており、

方向別に従来の基準（斜め部材＋周囲の隙間）と新基準の仕様とした天井の耐震性に関し

ては必ずしも明らかになっていないため、⑥のとおり、方向別に組合せることは許容して

いない。 
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３ 仕様ルートの新基準 

 

３.１ 従来の基準との比較 

表 1 に従来の基準と対比して新基準を示す。 

表 1 従来の基準と隙間なし天井の新基準の比較 

従来の基準 

平成 25 年国土交通省告示第 771 号 特定天井及び特定天

井の構造耐力上安全な構造方法を定める件 

新基準 

 

第三 特定天井の構造方法（仕様ルート） 
特定天井の構造方法は、次の各項のいずれか

に定めるものとする。 
２ 次の各号に掲げる基準に適合する構造と

する。 

 
 
 
３ 次の各号に掲げる基準に適合する構造と

すること。 
一 天井面構成部材等の単位面積質量は、20

キログラム以下とすること。 
一  前項第一号から第四号まで及び第七号に

掲げる基準に適合すること。 
二 天井材（グラスウール、ロックウールその

他の軟質な繊維状の材料から成る単位面

積質量が 4 キログラム以下の天井板で、他

の天井面構成部材に適切に取り付けられ

ているものを除く。）は、ボルト接合、ね

じ接合その他これらに類する接合方法に

より相互に緊結すること。 

（同左） 

三 支持構造部は十分な剛性及び強度を有す

るものとし、建築物の構造耐力上主要な部

分に緊結すること。 

（同左） 

四 吊り材には日本工業規格（以下「JIS」と

いう。）Ａ6517（建築用鋼製下地（壁・天

井））－2010 に定めるつりボルトの規定に

適合するもの又はこれと同等以上の引張

強度を有するものを用いること。 

（同左） 

七 天井面構成部材に天井面の段差その他の

地震時に有害な応力集中が生ずるおそれ

のある部分を設けないこと。 

（同左） 

 二  天井板にはせっこうボード（JIS A6901（せ

っこうボード製品）－2014 に規定するせ

っこうボードをいう。）のうち厚さ 9.5 ミ

リメートル以上のもの又はこれと同等以

上の剛性及び強度を有するものを用いる

こと。 
 三  天井面構成部材（天井板を除く。）には JIS 

A6517（建築用鋼製下地（壁・天井））―

2010 に定める天井下地材の規定に適合す

るもの又はこれと同等以上の剛性及び強

度を有するものを用いること。 
五 吊り材及び斜め部材（天井材に緊結するも

のを除く。）は、埋込みインサートを用い

た接合、ボルト接合その他これらに類する

接合方法により構造耐力上主要な部分等

に緊結すること。 

四  吊り材は、埋込みインサートを用いた接

合、ボルト接合その他これらに類する接合

方法により構造耐力上主要な部分等に緊

結すること。 
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六 吊り材は、天井面構成部材を鉛直方向に支

持し、かつ、天井面の面積が 1 平方メート

ル当たりの平均本数を 1 本（天井面構成部

材等の単位面積質量が 6 キログラム以下

のものにあっては、0.5 本）以上とし、釣

合い良く配置しなければならない。 

五  吊り材は、天井面構成部材を鉛直方向に支

持し、かつ、天井面の面積が一平方メート

ル当たりの平均本数を一本以上とし、釣合

い良く配置しなければならない。 

 六 天井面は水平とすること。 
八 吊り長さは、3 メートル以下とし、おおむ

ね均一とすること。 
七  吊り長さは、1.5 メートル（吊り材の共振

を有効に防止する補剛材等を設けた場合

にあっては、3 メートル）以下とすること。 
九 斜め部材（ＪＩＳ Ｇ3302（略）－2010、

ＪＩＳ Ｇ3321（略）－2010 又はこれと

同等以上の品質を有する材料を使用した

ものに限る。）は、二本の斜め部材の下端

を近接してＶ字状に配置したものを一組

とし、次の表に掲げる式により算定した組

数以上を張り間方向及びけた行方向 に釣

合い良く配置しなければならない。ただ

し、水平方向に同等以上の耐力を有するこ

とが確かめられ、かつ、地震その他の震動

及び衝撃により天井に生ずる力を伝達す

るために設ける部材が釣合い良く配置さ

れている場合にあっては、この限りでな

い。 
（略） 

十一 斜め部材を設けないこと。 

八  天井面の長さは、張り間方向及び桁行方向

それぞれについて、次の式によって計算し

た数値（当該計算した数値が 20 メートル

以上となる場合にあっては、20 メートル）

以下とすること。 
  （式等、略） 

十 天井面構成部材と壁、柱その他の建築物の

部分又は建築物に取り付けるもの（構造耐

力上主要な部分以外の部分であって、天井

面構成部材に地震その他の震動及び衝撃

により生ずる力を負担させるものを除く。

以下「壁等」という。）との間に、6 セン

チメートル以上の間（当該間の全部又は一

部に相互に応力を伝えない部分を設ける

場合にあっては、当該部分は間とみなす。

以下同じ。）を設けること。ただし、特別

な調査又は研究の結果に基づいて、地震時

に天井面構成部材が壁等と衝突しないよ

う天井面構成部材と壁等との間を算出す

る場合においては、当該算出によることが

できるものとする。 

九 天井面の周囲には、壁等を天井面の端部と

の間に隙間が生じないように設けること。

この場合において、天井面構成部材並びに

天井面構成部材に地震その他の震動及び

衝撃により生ずる力を負担させるものの

単位面積重量に、天井を設ける階に応じて

前号の表に掲げる水平震度以上の数値を

乗じて得られた水平方向の地震力を壁等

に加えた場合に、構造耐力上支障のある変

形及び損傷が生じないことを確かめるこ

と。 

 十 天井面を貫通して地震時に天井面と一体

的に振動しないおそれのある部分が設け

られている場合にあっては、天井面と当該

部分との間に、5 センチメートル（当該部

分が柱である場合にあっては、2.5 センチ

メートル）以上の隙間を設けること。 
十一 建築物の屋外に面する天井は、風圧によ

り脱落することがないように取り付ける

こと。 

十二 屋外に面しないものとすること。 
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３.２ 逐条解説 

３.２.１ 天井の仕様 

 

本基準の概要を図 3 に示す。 

なお、仕様は H25 年度基整促での実験を基に設定している。参考として、付録７に概要

を示す。 

 

 

図 3 技術基準の概要（（ ）数字は第２項、丸数字は第３項による） 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）天井材はねじ、ボルト

等により相互に緊結する 

⑤吊り材は天井面構成部材を

鉛直方向に指示し、１本/㎡以

上を釣合い良く配置する 
 

④吊り材は埋込

み イ ン サ ー

ト、ボルト等

により構造耐

力上主要な部

分に緊結する 

⑦吊り長さは 1.5m（共振を有効に

防止する補剛材等を設けた場合

は 3m）以下とする 
 

⑥天井面は水平とする 

⑨周囲の壁等と

の間に隙間を

生じないよう

にし、地震力

を壁等で負担

する 
 

(３)支持構造部は十分な剛性及

び強度を有し、 構造耐力上

主要な部分に緊結する 

(４)吊り材はJIS規

格のつりボルト

等を用いる 

(１)天井の単位面積質量

は 20kg/㎡以下とする 
 
③天井面構成部材は

JIS 規格の天井下

地材等とする 
 

②天井板は JIS 規格の

9.5mm厚のせっこうボ

ード等とする 
 
 
 
 
 

⑩天井面を貫通して一体的

に振動しない部分との間

に隙間を 5cm（柱の場合

2.5cm）以上設ける 

①第２項１～４、７号に適合する 
 
 

⑧天井面の長さは示す式

から計算した数値（かつ

20ｍ）以下とする 

(７ )天井面に段差

等を設けない 

⑫屋外に面しない 

⑪斜め部材を設け

ない 
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(１) 天井面構成部材等の単位面積質量 

一  前項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる基準に適合すること。 

（前項） 

一 天井面構成部材等の単位面積質量は、20 キログラム以下とすること。 
 

 

２④による。H25 年度基整促では 2 枚張り程度までを対象とした。（振動台実験では長さ

方向の重量付加のために 4 枚張りなども実施） 

いわゆる在来工法天井で、せっこうボード 1 枚張り又は 2 枚張り程度を想定している。

なお、厚さ 12.5mm のせっこうボードを 2 枚張りとする場合には 20kg/㎡を超える場合も多

いので、斜め部材を設ける仕様などを選択する必要がある。 

 

(２) 天井材の緊結 

一  前項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる基準に適合すること。 

（前項） 

二 天井材（グラスウール、ロックウールその他の軟質な繊維状の材料から成る単位面

積質量が 4 キログラム以下の天井板で、他の天井面構成部材に適切に取り付けられ

ているものを除く。）は、ボルト接合、ねじ接合その他これらに類する接合方法によ

り相互に緊結すること。 
 

 

現行規定と同様に天井材を相互に緊結することを定めた規定である。「ボルト接合、ねじ

接合その他これらに類する接合方法」に関しては、従来の基準の解説書 1)において、天井

板の仕上材と下地材との接着等も「相互に緊結されているものと考えて差し支えない」と

されている。 

なお、後述のユニット試験などの静的な実験では地震時の動的な挙動を再現することが

できないため、クリップに関しては耐風圧クリップ相当の緊結度合を別途定める試験方法

により確認されたものを使用する（付録１参照）。 

 

天井板と野縁は通常、ビスで留めつけられる。公共建築工事標準仕様書 2)と同様に、H25

基整促では 150mm～200mm 程度の間隔（910mm に対して 5 本以上）でビスを打っている

（付録７参照）。また、文献 3)ではケイ酸カルシウム板(厚さ 6mm)はせっこうボード（厚

さ 12.5mm）と同等以上のビス接合部の強度を有することや、いずれの面材も含水率が大

きくなるとビス接合部の耐力が低下することが示されている。ビス接合部は天井面として

の剛性・強度や一体性を確保するために重要であるため、特にビスの間隔（ピッチ）が広

い場合や種類の異なる天井板を用いる場合等では、後述のユニット試験（３.２.２参照）に

よってビス接合部の耐力が十分であることを確認することとする。 
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(３) 支持構造部の仕様 

一  前項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる基準に適合すること。 

（前項） 

三 支持構造部は十分な剛性及び強度を有するものとし、建築物の構造耐力上主要な部

分に緊結すること。 
 

 

本規定でいう支持構造部は、吊り材の上端が設置されるものを指す。天井の周囲に設け

る受け梁等は第九号の壁等の仕様（３.２.３参照）による。 

 

(４) 吊り材の規格 

一  前項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる基準に適合すること。 

（前項） 

四 吊り材には日本工業規格（以下「JIS」という。）Ａ6517（建築用鋼製下地（壁・天

井））－2010 に定めるつりボルトの規定に適合するもの又はこれと同等以上の引張

強度を有するものを用いること。 
 

 

吊り材については現状基準と同様に JIS に適合するものを原則としている。基準上は「同

等以上の引張強度」があれば使用できるが、天井面の面内圧縮力により地震力を周囲の壁

等に伝達する本仕様では、吊り材が天井面の座屈に対する補剛材の役割を果たしている 4)5)。

よって、JIS 以外の吊り材を用いる場合には強度だけでなく剛性にも注意し、後述のユニ

ット試験で損傷耐力を確認しておくこととする。 

 

(５) 天井面の段差等 

一  前項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる基準に適合すること。 

（前項） 

七 天井面構成部材に天井面の段差その他の地震時に有害な応力集中が生ずるおそれの

ある部分を設けないこと。 
 

 

２②のとおり、天井に生ずる地震力を天井面の面内圧縮力により周囲の壁等に伝達させ

るため、天井面内の剛性・耐力の低下が懸念される段差等を設けない。 

 

また、２②のとおり、隙間なし天井で期待している天井面の剛性・耐力に影響を与える

ものとして、天井面の開口にも注意する。開口とは、天井面に照明や設備等を設けるため

に天井板や野縁等の下地材を切り欠いた部分を指している。 

開口周りには建築工事標準詳細図 6)に示されるように補強野縁等を追加で配置すること

が一般的である。後述の３.２.２(１)における開口による低減率はこのような補強を前提と
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している。当該詳細図に示される仕様によって開口のない天井面と同等の剛性・強度を確

保できるわけではないことに注意されたい。また、開口が集中することで局所的に弱い部

分ができないように、１つずつの開口の大きさはなるべく小さくするようにし、複数の開

口を天井面全体に釣合いよく配置するようにする（図 4）。 

 
(a) 釣合の悪い配置   (b) 釣合いのよい配置 

図 4 開口の配置 

 

(６) 斜め部材の設置不可 

十一 斜め部材を設けないこと。 

 斜め部材とは、「地震の震動により天井に生じる力を構造耐力上主要な部分等に伝達する

ために天井面に対して斜めに設ける部材」のことである（平成 25 年国土交通省告示第 771

号第 1 第六号）。 

天井の周囲にクリアランスを設けない本仕様では、斜め部材を設置すると層間変形に伴

う強制変形によって天井面等に損傷を生じる可能性があるため、構造躯体の層間変形に追

随するように斜め部材は設けないこととする（図 5）。 

 
図 5 吊りボルトの柔性による追随性（壁際の断面図） 

 

(７) 天井板 

二  天井板にはせっこうボード（JIS A6901（せっこうボード製品）－2014 に規定するせっ

こうボードをいう。）のうち厚さ 9.5 ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の剛

性及び強度を有するものを用いること。 

 

天井面の地震力は、天井の内部では下地材（野縁、野縁受け）と天井板（面材）により、

天井の端部では面材のみにより、周囲の壁等に伝達されることを想定している。天井板は

天井面

開口

天井面

開口

壁

床・屋根

層間変形による強制変形
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地震力を負担する主要な構成部材であるため、その剛性や強度に留意しなければならない。 

天井板自体の剛性や強度について、例えば文献 7)によれば、ケイ酸カルシウム板はせっ

こうボードと同等以上の剛性・強度を有するものと考えられる。 

同等以上であるか否かは材料特性等から判断するか、後述のユニット試験の結果から判

断すればよい。 

 

(８) 天井面構成部材の規格 

三  天井面構成部材（天井板を除く。）には JISA6517（建築用鋼製下地（壁・天井））―2010 に

定める天井下地材の規定に適合するもの又はこれと同等以上の剛性及び強度を有するもの

を用いること。 

 

２の③ⅱ）による。本仕様ではいわゆる在来工法天井を想定しており、野縁等の天井面

構成部材には該当する JIS に適合するものか、同等以上のものを使用する。 

同等以上であるか否かは材料や断面寸法から判断するか、クリップ衝撃試験や後述のユ

ニット試験の結果から判断すればよい。 

 

(９) 吊り材の緊結 

四  吊り材は、埋込みインサートを用いた接合、ボルト接合その他これらに類する接合方法に

より構造耐力上主要な部分等に緊結すること。 

 

従来の基準と同様に、構造耐力上主要な部分等に吊り材を緊結することが規定されている。

本仕様では地震力を天井面で負担する際に吊り材には引張力だけでなく圧縮力が作用する。

吊り材には天井面の座屈補剛としての役割も期待されるため、吊り材に働く圧縮力にも抵

抗できるように吊り材の上端を構造耐力上主要な部分等に緊結しておく必要がある。図 6

に例を示す。 

     
(a)「緊結」でない例     (b) 「緊結」の例 

図 6 吊り材の緊結 

 

構造耐
力上主
要な部
分等

構造耐
力上主
要な部
分等
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(１０) 吊り材の配置方法 

五  吊り材は、天井面構成部材を鉛直方向に支持し、かつ、天井面の面積が一平方メートル当

たりの平均本数を一本以上とし、釣合い良く配置しなければならない。 

現行規定にあるシステム天井を想定した吊り材本数の緩和（6kg/m2 以下では 0.5 本/m2

以上）は認められていない。 

壁際の端部の吊りボルトから壁側にはね出した長さ（以下、はね出し長さと呼ぶ。図 7

参照。）については、公共建築工事標準仕様書 2)で「野縁は、野縁受から 150mm 以上はね

出してはならない。」とされており、公共建築工事監理指針 8)にも壁際の端部の吊りボルト

は壁面から「150mm 以内」とする図が掲載されていることから、この程度のはね出し長さ

に留めることが一般的と思われる。在来工法天井を対象とした実験の報告によれば、面内

圧縮耐力ははね出しが長くなっても概ね一定かやや上昇する傾向にあった（図 8）。よって、

150mm を超えるはね出し長さとしても天井の面内圧縮耐力が下がるわけではないが、はね

出した部分でのたわみや地震時の上下振動等にも留意する必要があるため、はね出し長さ

をむやみに長くすることは避けた方がよく、300mm 程度を限度とするのがよい。150mm

を超える場合には、はね出し部分の天井板のビス留めに関する施工性についても事前に確

認しておくのがよい。 

 

図 7 はね出し長さ（壁際の断面図） 

 
図 8 はね出し長さと損傷荷重の関係（面内

圧縮試験）9) 

 

(１１) 天井面の形状 

六 天井面は水平とすること。 

水平方向に作用する地震力を天井面の面内圧縮力で伝達することを想定しているため、

天井面の形状は勾配のない「水平」なものに限定されている。 

 

(１２) 吊り長さ 

七  吊り長さは、1.5 メートル（吊り材の共振を有効に防止する補剛材等を設けた場合にあ

っては、3 メートル）以下とすること。 

 

新基準では現行規定の仕様ルートよりも厳しく、吊り長さは原則として 1.5mまでとして

いる。(４)で述べたとおり、吊り材は天井面の座屈補剛材としての役割を担っている。吊

壁

床・屋根はね出し長さ
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り長さが長くなると、図 9(a)のように吊り材自体の振動が大きくなり、天井面の補剛効果

が低下しうるため、現行よりも短い 1.5mを原則としている。「吊り材の共振を有効に防止

する補剛材等を設けた場合」の例としては、図 9(b)に示すように適切な剛性と強度を有す

る水平補剛材を設置し、その端部を構造躯体や受け材に緊結した場合（仕上げに接合する

ものはNG）や、図 9(c)のように天井懐の上部を水平補剛材と振れ止め iによって固定する

場合が挙げられる。単に水平補剛材を加えるだけでは吊り材の振動がかえって増幅するこ

とも考えられるので注意する。図 9(c)の場合、水平補剛材よりも下にある吊りボルトの柔

性によって層間変形に追随できれば、第一号で準用する前項第七号の「有害な応力集中」

は生じないとみなせる。従来の基準と追加基準を張り間と桁行とで混在させない（２⑥参

照）のと同様に、一体となっている天井の範囲では図 9(b)と図 9(c)は混在させずにいずれ

かを選択することとする。 

水平補剛材は全ての吊り材と緊結する。なお、水平補剛材や振れ止めは地震時に外れた

り脱落したりしないように接合しておくことが必要である。 

  

(a) 水平補剛材なし   (b) 水平補剛材あり(緊結) (c) 水平補剛材あり(振れ止

め) 

図 9 水平補剛材の設置による吊り材の共振の抑制（壁際の断面図） 

 

従来の基準では吊り長さは「おおむね均一」とされているが、隙間なし天井では図 10

に示すように吊り長さが変化する又は部分的に異なる場合も許容されている。ただし、他

に比べて極端に短い吊り材は層間変形への追随性が不足して応力集中を生じうるため、原

則として避けるべきであるが、層間変形による強制変位よりも当該吊り材の許容変位（弾

性範囲内の変形量）の方が大きいことを確認することで、追随性があると判断してよい。 

参考として吊り材（吊りボルト）の弾性限変位を付録６に示す。 

                                                        
i 図 9(c)のような振れ止めは、第十一号の斜め部材には該当しない（３.２.１(６)参照）。 
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図 10 吊り長さが変化する／異なる場合 

３.２.２ 天井の耐力と外力 

八  天井面の長さは、張り間方向及び桁行方向それぞれについて、次の式によって計算し

た数値（当該計算した数値が 20 メートル以上となる場合にあっては、20 メートル）以

下とすること。 

式 Lmax = Pa／(kw) 

この式において、Lmax、Pa、k 及び w は、それぞれ次の値を表すものとする。 

Lmax 天井面の長さ（単位 メートル） 

Pa 次に定める式によって計算した天井面の幅一メートル当たりの許容耐力 

Pa = Pcr・RHL・RO／1.5 

Pcr 加力試験により求めた天井面の幅一メートル当たりの損傷耐力 

RHL 試験体の吊り長さを設計吊り長さで除した値を二乗した値（1.0 を超

える場合にあっては、1.0） 

RO 幅開口率（天井に設ける開口部（天井下地材を切り欠いたものに限る。）

を加力方向に水平投影した長さの合計のその天井の幅に対する割合

をいう。以下同じ。）に応じて次の表に掲げる低減率 

幅開口率 低減率 

20％未満 1.0 

20％以上 50％未満 (100−WO)/80 

50%以上 0 

この表において、WO は幅開口率（単位パーセント）を表すものと

する。 

k 天井を設ける階に応じて次の表に掲げる水平震度 

 天井を設ける階 水平震度 

(一) 0.3(2N+1)を超えない整数に一を加えた階から最上階

までの階 

3.0r 

(二) (一)及び(三)以外の階 1.7r 

(三) 0.11(2N+1)を超えない整数から最下階までの階 0.7 

この表において、N 及び r は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

N 地上部分の階数 

r 次に定める式によって計算した数値 
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 1 0.125( 1)min , 1.0
1.5

Nr + − =   
  

w 天井面構成部材及び天井面構成部材に地震その他の振動及び衝撃により生ず

る力を負担させるものの単位面積重量（単位 一平方メートルにつきキロニ

ュートン） 
 

 

(１) 損傷耐力の設定 

「Lmax：天井面の最大長さ（m）」は、張間及び桁行方向（XY 方向）の最大の長さとす

る（斜め 45°の対角の長さは(√2)×Lmaxまで可とする）。 

  
図 11 天井面の最大長さ Lmax 

 

Lmaxの上限 20m は、H25 基整促 10)11)12)での大規模試験体の長さ 16.5m を踏まえて設けら

れた制限である。 

 

図 12 に示す天井の場合、幅開口率は次のように計算する。 

X 方向：（幅開口率）＝（LY1 + LY2）／BY×100（％） 

Y 方向：（幅開口率）＝（LX1 + LX2 + LX3）／BX×100（％） 

図 13 のように柱型がある場合は、柱型も開口と見なして計算する。 

Y 方向：（幅開口率）＝（LX1 + LX2 + LX3 + LX4 + LX5）／BX ×100（％） 

天井面

Lmax

L m
ax
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図 12 幅開口率  
図 13 幅開口率（柱型がある場合） 

 

幅開口率による低減率 Roは、H25 基整促等 12)13)14)で実施された実験結果に基づいて設定

されたものである。図 14 に幅開口率と損傷荷重の関係を示す。対象はいわゆる在来工法

の野縁受け方向である。損傷荷重 Pcr（=10kN/m）と低減率 Ro を掛けた値 PcrRo を直線で、

実験値を○印で示している。幅開口率の増加とともに損傷荷重が低下することが分かる。

実験では幅開口率が 50%以上でもある程度の耐力を有することが確かめられたが、天井面

の面内圧縮耐力で地震力を負担する本仕様において大きな幅開口率を許容することは望ま

しくないため、新基準では幅開口率が 50%以上で低減率 Roをゼロとしている。 

  
図 14 幅開口率と損傷荷重の関係文献 12)13)14)のデータを基に作成 

 

(２) 損傷耐力を求めるためのユニット試験 

損傷耐力 Pcr にはユニット試験により評価した耐力を用いることができる。ユニット試

験の方法を、付録２に示す。 

以下、天井板の寸法と下地配置等について留意点を述べる。せっこうボードの長さと幅

は 1820mm×910mm が多いが、これと異なる長さと幅をもつ天井板を用いる場合には野縁

の間隔が異なる場合もあるので注意する。例えば、化粧せっこうボードで長さと幅が

910mm×450mm の場合にはシングル野縁とダブル野縁を交互に並べて 227mm（=455mm/2

本）間隔とすることが通例である。野縁がより密に配置されるので面内圧縮強度は上昇す

る傾向にあると考えられる。一方で、化粧せっこうボードはせっこうボードと同等の剛性・
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強度を有すると考えられるものの、JIS A6901 では「表面に型押し加工した」場合には曲げ

破壊荷重は標準の 75%以上に緩和されるとともに耐衝撃性は適用除外されているため、天

井面に用いた場合の面内圧縮強度は通常のせっこうボードに比べて小さい場合も考えられ

る。また、せっこうボードの捨て張りに岩綿吸音板等で仕上げを施す場合には野縁間隔を

364mm（=1820mm/5 本）とすることがある。仕上げの天井板を無視して捨て張りのせっこ

うボードのみの剛性と強度を考える場合であっても、野縁が疎になる場合には天井面とし

ての剛性・強度は低下する可能性があることに注意すべきである。 

このように、同種の材料を用いる場合であっても配置や部材特性等によって面内圧縮耐

力は変化しうるので、実況に応じた試験体により損傷耐力を評価することとする。 

なお、H25 基整促の検討等から、厚さ 9.5mm 以上のせっこうボード 1 枚張り（型押し加

工のない化粧せっこうボードを含む。）で、野縁の間隔を 303mm 以下、ビスは間隔 200mm

程度以下（周囲では 150mm 程度以下）すなわち 910mm に対して 5 本以上のビスで野縁と

天井板を緊結した仕様では、Pcr=10kN/m としてよい。また、厚さ 9.5mm 以上のせっこう

ボードの捨て張りに岩綿吸音板等による仕上げを施したものも、同様に Pcr=10kN/m とし

てよい。 

 

(３) 外力の根拠 

水平震度 k は、不可避的な隙間（ギャップ）に起因する衝撃力を考慮して設定された値

である。２①のとおり、稀に発生する地震動（中地震動）での構造躯体の揺れを想定し、

従来の基準の仕様ルートや水平震度法と同様に、構造躯体と共振する場合の天井の応答加

速度（床応答スペクトルの最大値）を基にしている。さらにギャップにより天井が壁等に

衝突して発生する衝撃力を見込むため、等価線形化法による衝撃力の評価方法を用いた検

討（付録３参照）を踏まえ、当該応答加速度を 1.3 倍程度にした値が規定されている。 

 

(４) 免震建築物の水平震度 

平成 12 年建設省告示第 2009 号第 6 第 3 項第八号の特定天井の基準（計算ルート）のた

だし書にある平成 25 年国土交通省告示第 771 号第 3 第 3 項（新基準の仕様ルート）の準用

規定において、水平震度 k は「天井を設ける階にかかわらず、0.7 以上とすることができる。」

と追記された。これにより、従来の基準と同様に仕様ルートにおける設計用水平震度 k は、

特定天井が設けられる階によらず、k≧0.7 とすることができる。免震建築物の場合には応

答加速度が小さいことも考えられるが、従来の基準に倣い、耐震構造の最低値を階によら

ず採用できることとしたものである。 
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３.２.３ 天井周囲の壁等 

九 天井面の周囲には、壁等を天井面の端部との間に隙間が生じないように設けること。

この場合において、天井面構成部材並びに天井面構成部材に地震その他の震動及び衝

撃により生ずる力を負担させるものの単位面積重量に、天井を設ける階に応じて前号

の表に掲げる水平震度以上の数値を乗じて得られた水平方向の地震力を壁等に加えた

場合に、構造耐力上支障のある変形及び損傷が生じないことを確かめること。 

 

本基準では天井面の端部において、剛性・強度のある天井板を周囲の壁等に接触させる

仕様を前提としている。野縁等が天井板よりも外に出ている場合には壁等に局所的な破壊

をもたらすおそれがあるため、天井板の方を周囲の壁等に接触させるようにする。ここで、

天井面構成部材は周囲の壁等と接合せずに、単に接触させるだけとする。これは従来から

の施工方法を踏襲したものであり、周囲の壁等と接合することにより天井面に引張力が生

じることは本基準では想定していない。 

天井の周囲の壁等（図 15）は十分な剛性と強度を有するものとし、天井の地震力を当該

壁等に負担させる。「構造耐力上支障のある変形及び損傷が生じないこと」は、具体的には、

天井面から伝達される地震力に対して壁等に生じる変形（たわみ）が一定の範囲に収まる

ことと、壁等を構成する部材に生じる力が許容耐力・許容応力度以内にあることを確認す

る。変形の範囲は天井面を直接受ける水平材（受け梁）とその他の部材に大きく分けて制

限する。その詳細は付録４に示す。 

壁等は天井との間に隙間がないように設けることとされているが、前号の外力 kw には

施工上の誤差等で生じる不可避的な隙間をある程度は見込んでいるため、5mm 程度以内で

あれば隙間がないものとして扱うこととする。 

図 16 に示すように垂れ壁で天井を受ける場合には、当該垂れ壁は本規定に基づいて検

討する。この場合、天井からの地震力は片側ずつを考えればよいとする。垂れ壁で分割さ

れる図の左右の天井は別々に設計できるほか、左右のいずれかを、従来の基準の仕様（斜

め部材を設け、周囲に隙間（クリアランス）をとる仕様）としてもよい。 

 
図 15 天井面周囲の壁やはり 

 
図 16 天井の間にある垂れ壁 
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３.２.４ 固定された設備等との間のクリアランス 

十 天井面を貫通して地震時に天井面と一体的に振動しないおそれのある部分が設けられ

ている場合にあっては、天井面と当該部分との間に、5 センチメートル（当該部分が柱

である場合にあっては、2.5 センチメートル）以上の隙間を設けること。 

 

天井面を貫通して天井面と一体的に振動しないように設備機器等が設けられる場合には、

天井面との間に 5cm 以上の隙間（クリアランス）を設ける（図 17）。軽量な照明機器等で

天井面に設置されて天井面と一体的に振動するものは本規定は適用されない。「5cm」は層

間変形や天井面の縮み等を考慮して定められた値である（付録５参照）が、設備機器等自

体の振動による変位は考慮されていない。よって、十分な剛性のない支持方法により設備

機器等が設けられる場合には、当該設備機器等の地震時の変位を適切に考慮して隙間（ク

リアランス）を大きめにとることが必要である。 

 

  
図 17 設備等とのクリアランス 

 

貫通するものが柱である場合には、隙間（クリアランス）は 2.5cm とされている。天井

面の内部にある柱は、層間変形による強制変位が天井と同じであるが、天井面の伸縮を考

えるとある程度の隙間を設けて柱との間での応力集中を避けることとする。隙間の大きさ

は天井面の縮みに相当するものとして規定されている（付録５参照）。 

天井面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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図 18 柱まわりの強制変位と天井面の縮みによる変位 

 

３.２.５ 天井の設置場所 

十二 屋外に面しないものとすること。 

 

屋外の天井として軒の天井やエントランスの車寄せの天井を考えると、天井面の四周に

十分な剛性・耐力をもつ壁やはりがないことから、対象としていない。 
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付録１ クリップの接合部の衝撃試験 

(１)  背景と目的 

本仕様では、施工上の理由などから不可避的に生じる隙間（ギャップ）に起因して、地

震時に天井が周囲の壁等と衝突することによる衝撃力が発生しうる。H25 基整促の動的な

実験では、JIS A 6517 にある慣用のクリップを用いた場合、大きな地震動に対してはクリ

ップが外れて天井面構成部材が広い面積に渡って脱落する状況が確認された（写真 1(a)）。

一方、いわゆる耐風圧クリップを用いた場合には、大きな地震動に対しては端部の天井板

（ボード）が破壊したものの、脱落する部分の面積は限定的であった（写真 1(b)）。 

 
(a) JIS クリップの外れによる大規模な落下 

 
(b) 耐風圧クリップを用いた場合の

端部の天井板（ボード）の落下 

写真 1 大規模天井の動的加振実験における破壊状況 

（特定天井基準の技術的背景と設計上の要点、平成 26 年度（独）建築研究所講演会 
資料、2015 年 3 月 http://www.kenken.go.jp/japanese/research/lecture/h26/index.html） 

 

 また、動的な実験で確認された JIS のクリップの外れは、後述のユニット試験のような

静的な実験では再現されなかった。 

基準では「中地震を超える一定の地震時においても天井の脱落の低減を図ることを目標

とする」ことから（２①参照）、大きな地震動に対しても大規模な脱落を防ぐために、特に

本仕様に用いるクリップの接合部に関しては動的な衝撃試験によって、新基準第一号（準

用される前項第二号）の接合部としての緊結状況を確認することとした。 
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(２) 試験・評価法 

第一号のクリップの接合部の試験・評価法 

（1）試験・評価の目的 

 クリップの接合部の試験体を用いて、野縁方向、野縁受け方向、天井面法線方向につい

て、クリップの接合部の緊結状態を確認することを目的とする。 

 

（2）試験・評価 

1）試験体 

 試験体は、野縁、クリップ及び野縁受けを、実際の構造方法を踏まえて組み上げたもの

とする。 

    野縁方向試験体   ：クリップ 2 個、野縁受け 2 本、野縁 1 本を含む 

    野縁受け方向試験体 ：クリップ 2 個、野縁受け 1 本、野縁 2 本を含む 

    天井面法線方向試験体：クリップ 6 個、野縁受け 2 本、野縁 3 本を含む 

試験体は、検討する方向ごと、組み方ごとに 3 体ずつ以上とする。試験体は堅固な架台に

取り付ける。 

 

2）試験方法 

 試験は原則として、検討する方向ごとに、以下に示す方法によって行うものとする。 

① 検討する方向について、加撃体による衝撃力を試験体に加える。 

② 検討する方向についてクリップの接合部に生じた残留変位 Dcs を計測するとともに、試

験体の損傷の有無および程度を確認、記録する。 

 

3）評価方法 

 すべての試験体で、クリップの接合部に生じた残留変位 Dcs が設定した閾値を超えず、か

つ、試験体に顕著な損傷を生じていない場合に、対象とするクリップの接合部は緊結であ

ると評価する。 

 

 

 図 19～図 21 に試験体の例を、図 22～図 24 に試験方法の例を、写真 2～写真 4 に試

験実施例を示す。 

 

 野縁方向の試験体は図 19 に示す通り、2 本の野縁受けは同じ向きに平行に配置し、野縁

と直交する接合部 2 箇所のクリップの掛け方は同じとする。試験体の組み方を検討する際

は、クリップの掛け方、野縁受けの方向を考慮する必要がある。JIS A6517 に規定されるク

リップと野縁受けであれば、クリップは腹掛けか背掛けかで 2 通りの掛け方があり、断面
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形状がコの字型をしている野縁受けは加力方向に対してコの字が開くか閉じるかにより 2

通りあり、これらを掛け合わせると 4 通りの試験体が考えられる。 

 野縁受け方向の試験体は図 20 に示す通り、2 本の野縁を同じ向きに平行に配置し、野縁

受けと直交する接合部 2 箇所のクリップは、クリップに掛け方の違いがある場合は異なる

掛け方とする。試験体の組み方を検討する際は、クリップの掛け方を考慮する必要がある。 

 天井面法線方向の試験体は図 21 に示す通り、２本の野縁受けの断面が向き合う方向に

配置し、それに直交して野縁 3 本を均等の間隔で配置する。野縁受けと野縁が交差する箇

所の接合部 6 箇所のクリップは、同じ野縁に取り付くものは同じ掛け方とし、クリップに

掛け方の違いがある場合は隣り合う野縁のクリップとは異なる掛け方とする。試験体の組

み方を検討する際は、クリップの掛け方を考慮する必要がある。 

 試験体に例示する野縁や野縁受けの間隔は実際の天井よりも狭いため、試験体を製作す

る際（特に接合部にネジ等を用いる場合）は、通常の天井の施工条件と異なることを考慮

する必要がある。 

 

 試験方法の例を、図 22 に野縁方向、図 23 に野縁受け方向、図 24 に天井面法線方向に

ついて示す。同試験方法では、落下する加撃体の衝突で生じる衝撃力を治具を介して試験

体に加える。試験装置は以下のようになる。 

［試験装置］ 

 ・試験装置は加撃体、治具等から構成され、全質量は以下に示す通り。 

           野縁方向試験       4.9kg 

           野縁受け方向試験     4.9kg 

           天井面法線方向試験   24.7kg 

［加撃体］ 

・衝撃力が一定程度になるように衝突面を球面とし、質量は以下とする。 

           野縁方向試験       0.9kg 

           野縁受け試験方向     0.9kg 

           天井面法線方向試験   12.1kg 

・治具と縁を切り、所定の高さから落下させた時に初速を生じないよう電磁石等を用い

て固定する。 

 ・落下高さは以下とする 

           野縁方向試験      600mm 

           野縁受け方向試験    600mm 

           天井面法線方向試験   400mm 

［治具］ 

・加撃体が衝突して衝撃力を生じる受け板を設ける。素材は以下とする。試験体への加

力に偏りを生じないように加撃時に受け板は水平に保つ。 
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           野縁方向試験    アルミ製板 

           野縁受け試験方向  アルミ製板 

           天井面法線方向試験    鋼板 

・生じた衝撃力を伝達する吊りボルトを設ける。吊りボルトは JIS A6517 に規定する吊

りボルトとし、試験体への加力に偏りを生じないように吊りボルトの長さは均等にす

る。 

・加撃体が鉛直下方向にスムーズに落下するようなガイドを設ける。 

・治具は緩みや引っ掛かりがないように剛に組立てる。 

 

1 種類の試験体について試験を複数回実施するため、衝撃力が一定程度で加わることを確

認するには、受け板箇所や試験体近傍箇所に荷重計を配置して各試験時の衝撃力を計測し、

試験装置は、試験時の衝撃によって変形等の損傷を生じないよう確認する。 

 上記で例示した試験装置及び試験方法については、残留最大変位 Dcs を評価するための

閾値を 5mm とする。また、例示する試験装置により実施した試験で、クリップの接合部

に顕著な損傷を生じた例を写真 2～写真 4 に示す。写真 2 は野縁方向試験後の写真であり、

クリップの折り曲げ部が開き、野縁が滑っている。写真 3 は野縁受け方向試験後の試験体

の写真であり、野縁受けが滑っている。写真 4 は天井面法線方向試験後の試験体の写真で

あり、クリップの折り曲げ部分が開き、クリップの根元が変形している。 
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図 19 試験体（例） 野縁方向試験体 

 

 
図 20 試験体（例） 野縁受け方向試験体 
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図 21 試験体（例） 天井面法線方向試験体 

 

 

 
図 22 試験方法（例） 野縁方向 

 

100 75 75 75 75 100

吊
り
ボ
ル

ト
間
隔

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

4
0
0

1
0
0

2
5

1
5
0

1
0
0

2
5

500

4
0
0

吊りボルトW3/8

ハンガ（ジグ）

衝撃試験装置 衝撃方向

正面図（A-A'矢視）

C'C

側面図（B-B'矢視）

野縁受けCC-19

野縁CS-19
ハンガ（ジグ）

固定用孔：φ10

クリップ接合部

クリップ接合部

平面図（C-C'矢視）

B

B'

A'A

落
下

高
さ

DG1 DG1

（注）１．DG1：レーザー変位計
　　　　　DG1：野縁の上下方向変位

　　　　　P　　：衝撃試験装置下部の荷重
　　　　　N　　：衝撃試験装置上部の荷重
　　　
　　　２．変位の向きは衝撃方向を正，
　　　　　衝撃試験装置下部の荷重は圧縮，
　　　　　衝撃試験装置上部の荷重は引張
　　　　　を正とした。

　　　３．落下高さは，衝撃体下部の半球体
　　　　　の先端から衝撃体受け板の上面まで
　　　　　の高さとした。

試験体

羽子板ボルト

鋼製反力フレーム

衝撃方向

衝撃体

衝撃試験装置

電磁石

衝撃試験装置
下部の荷重　P

衝撃試験装置
上部の荷重　N

衝撃体受け板

半球体

正　面 側　面



 33  
 

 

 

図 23 試験方法（例） 野縁受け方向 

 

 
図 24 試験方法（例） 天井面法線方向 
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写真 2 野縁方向の試験実施例 

 
写真 3 野縁受け方向の試験実施例 

 
写真 4 天井面法線方向の試験実施例 
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付録２ ユニット試験 

(１)  目的 

新基準第八号では天井面の長さ Lmaxを求めるために「加力試験により求めた天井面の幅

一メートル当たりの損傷耐力」Pcr が必要となる。ここでは Pcr を求めるための試験・評価

法を示す。 

(２) 試験・評価法 

第八号の損傷耐力 Pcrに関する試験・評価法 

（１）試験・評価の目的 

 天井ユニットの試験体を用いて、検討する方向での天井面の長さの検討に必要な損傷耐

力 Pcr を算出する。 

 

（２）試験・評価 

1) 試験体 

試験体は、天井面構成部材と吊り材によって実際の構造方法の通りに組み上げられたも

のとする。 

吊りボルト本数を加力方向に 5本以上、加力方向に直交する方向に 3～4本とし、吊りボ

ルトの上端は構造耐力上主要な部分又は天井の支持構造部に相当する試験フレームに固定

する。天井面の端部の直近に壁に相当する反力部材を設置する。 

試験体数は、加力方向（野縁方向又は野縁受け方向）ごとに 3体以上とする。 

 

2) 試験方法 

試験は原則として、加力方向ごとに以下に示す方法によって行うものとする。 

①  天井面構成部材に均等な力が作用するように取り付けた治具に、対象とする方向に一

方向の水平力を加える。天井面の端部が相対する反力部材に接触し、最大荷重が得られ

るまで荷重を段階的に加え、損傷時の荷重を参考に、(1)式により制御荷重の基準値 Pcnt

（幅 1m 当たり）を算出する。なお、制御荷重の見当がつく場合には一方向加力を行わ

なくともよい。 
 dcntP aP=  (1) 

ここで、Pd：損傷時の荷重（幅 1m 当たり）、a：1.0 以上の数値。 

②  天井面構成部材に均等な力が作用するように取り付けた治具に図 A1 に掲げる履歴の

繰り返し力を加える。同図において、(1/3)Pcnt、(2/3)Pcnt 及び Pcnt の各荷重段階でそれぞ

れ 3回以上繰り返すものとする。 
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図 A1 繰り返し載荷履歴 

 

3) 評価方法 

損傷耐力 Pcrは加力方向ごとに評価する。 

Pcntの荷重段階において 3体以上の試験体で損傷や破壊が生じないことが確かめられた場

合に、損傷耐力は Pcr＝Pcnt（幅 1m 当たり）とする。 

 

図 25 に試験体の寸法の例を、図 26 に繰り返し載荷での荷重変位関係の例を、写真 5

に試験での破壊状況の例を示す。 

 

 

図 25 試験体の寸法（例） 
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図 26 繰り返し載荷での荷重変位関係の例 

 

 

写真 5 破壊状況の例 
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付録３ 隙間なし天井の設計用外力 

(１) 外力設定の方針 

外力は従来の基準（稀地震動）相当のものとして設定する必要がある。従来の基準では

躯体及び天井が弾性（線形）範囲と仮定し、床応答スペクトルに基づいて決定されている

1)2)。よって、隙間なし天井の外力も床応答スペクトルと関連付けることが望ましい。 

平成 25 年度基準整備促進事業で妥当性を検証した等価線形化法 3)（図 27、図 28、図 29、

表 2）は、衝突を含む等価減衰定数によりスペクトル（擬似速度 pSvf。記号の最後の f は

床応答を意味する。）を低減して評価する。文献 3)の評価式では壁（受け梁）側の剛性や

減衰の設定が必要となる上に式が複雑であるため、設計にそのまま用いることは難しいと

考えられるが、床応答スペクトルとの関連付けを行う上で等価周期や等価減衰の評価等は

有用である。 

  
図 27 １自由度衝突系 

 

図 28 等価線形化法 3)の概要 pSvf～Teq関

係（イメージ） 

 
図 29 衝撃力の推定（等価線形化法） 

 

表 2 主な記号 

s 隙間 m 天井の質量 
k 天井のバネ剛性 ks 衝突部（壁等）の剛性 
κ 剛性比 κ≡1+ks/k cs 衝突部（壁等）の減衰係数 

Tnp 非接触時固有周期 ωnp 非接触時固有円振動数 
Ts 接触時周期（Τs=2p /ωs） ωs 接触時円振動数（ωs=√(ks/m)） 
Teq 衝突を含む等価周期（Teq =2π/ωeq） ωeq 衝突を含む等価円振動数 
ξnp 非接触時減衰定数 ξeq 衝突を含む等価減衰定数 
Fc 衝撃力 v 最大速度 

pSvf(T,ξ) 床応答擬似速度スペクトル 
（周期 T、減衰 ξ） 

Saf(T,ξ) 床応答加速度スペクトル（周期
T、減衰 ξ） 

注）上付き±は正側又は負側を表す。pSvf, Saf の記号の最後の f は床応答を意味する。 
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しかし、多層建築物を想定した多峰形の床応答スペクトルに対して、図 28 の図解から分

かるように等価線形化法では解が１つに決定せず、安全側としては大きめの外力を設定す

る等の配慮が必要になると考えられる（図 30）。 

 
(a) 多峰形の床応答スペクトルになる 2 つ入力波に

対する等価線形化法の複数の解 

 
(b) 衝撃力の評価（図(a)の交点に対応する等価線形

化法の解。THA は時刻歴応答解析） 

図 30 多峰形の床応答スペクトルに対する等価線形化法の適用 4) 

 

一方で、外力を決める上で重要となる衝撃力については、等価線形化法 3)によらずに、

単純なエネルギのつり合いから導かれる式(1)による評価例えば 5)でも、最大速度 v さえ評価

できれば概ね妥当な衝撃力を評価できることを確認している 6)7)。図 31 は式(1)を図示した

もので、衝突部剛性 ks に比べ天井のバネ剛性 k（吊りボルトによる復元力）は相対的に小

さいとして無視している。 

 c sF v mk=  (1) 

質量で除して単位質量当たりの衝撃力（加速度単位）とすると、 

 c s sF m v k m v ω= = ⋅  (2) 

式(2)を重力加速度 g で除したものが、水平震度に相当する。 

 以下、式(2)を用いた外力評価を検討する。仕様ル

ートでの外力設定の際には細かな力学的特性を考慮

することは難しいので、概ね安全側（外力大きめ）

となるように代表的な特性を設定する。また、床応

答スペクトルとの関連付けを行うため、等価線形化

法 3)の考え方や評価式を利用する。外力が大きめと

して、床応答スペクトルの共振点を中心に考える。 

 

(２) 最大速度による外力の評価 

 従来の基準で用いられた床応答加速度スペクトル（減衰定数 5%）1)2)と関連付けるため、

式(2)を次のように変形する。 
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 (d)

(c)(a) (b)

( , )
( , 0.05)

( , 0.05) ( , )
eq eq s

c s eq eq
eq eq eq eq

pSvf T vF m v pSvf T
pSvf T pSv T

ξ ω
ω ω

ξ ω
= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅

))))))(
))))( ))))(

 (3) 

式(3)のうち(d)部分は従来の基準で基にした減衰 5%の床応答（擬似）加速度スペクトル

Saf(Teq, 0.05)を表す。(a)と(b)部分は後述するようにいずれも ξeq の関数で表され、ξeq=0.05

～0.10 とすれば(a)× (b)の部分は 1.3～0.9 である。また、(c)部分は後述のように考えて

ωs/ωeq=1.1～1.2 とおくと、 

 
(a)×(b)×(c)(a)×(b) (c)

(1.3 0.9) (1.1 1.2) ( ,0.05) 1.3 ( ,0.05)c eq eqF m Saf T Saf T= × × ≈ ×
))( ))(

～ ～  (4) 

震度で表せば、 

 1.3 ( ,0.05)c eqF m g Saf T g= ×  (5) 

すなわち、従来の基準の震度 Saf(Teq, 0.05)/g に対して 1.3 倍した値にすればよいと考えられ

る。 

 

(３) 設計用外力の提案 

(２)でいくつかの仮定のもとで検討した結果から、 

従来の基準の震度 Saf(Teq, 0.05)/g に対して、約 1.3 倍した値 

を隙間なし天井の外力として提案する。 

 従来の基準の仕様ルートに用いる水平震度（平成 25 年国土交通省告示第 771 号第３第２

項第九号）では天井の固有周期によらず天井と構造躯体の共振状態を想定した大きめの外

力が設定されている。この規定に倣って天井の固有周期によらない大きめの外力としてま

とめると表 3 のようになり、水平震度は 3～0.7 となる。 

 

表 3 隙間なし天井の設計用水平震度(案) 

 天井を設ける階 水平震度 
(1) 上層階 （0.3(2N+1)を超えない整数に 1

を加えた階から最上階まで） 
1.3×2.2r 
=2.86r≒3r 

(2) 中間階 （(1)及び(3)以外の階） 1.3×1.3r 
=1.69r≒1.7r 

(3) 下層階 （0.11(2N+1)を超えない整数の階

から最下階までの階） 
1.3×0.5 
=0.65≒0.7 

この表において、N 及び r は、それぞれ次の数値を表すものとする。 
N 地上部分の階数 
r 次に定める式によって計算した数値 

1 0.125( 1)min , 1.0
1.5

Nr + − =   
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(４) 衝撃力を構成する各因子の設定 

式(3)の(a)部分 

減衰を考慮した床応答スペクトルの評価式として次の安井らの提案式 8)9)がある。 

 ( )2
j j j

j
Saf U Safβ= ⋅∑  (6) 

 
{ } { }
{ }

2 22

22 2 2

( ) ( , ) ( , )

1 ( ) 4( ) ( )

eq j j j eq eq
j

eq j eq j eq j

Sa T h Sa T
Saf

h

ω ω ξ

ω ω ξ ω ω

+
=

− + +
 (7) 

ここで、βjUj：構造躯体の j 次刺激関数、ωeq：天井の等価円振動数、Teq：天井の等価周期

(=2π/ωeq)、ωj：構造躯体の j 次円振動数、ξeq：天井の減衰定数、hj：構造躯体の j 次の減衰

定数、Sa：入力地震動のスペクトル、である。 

 Sa の減衰による増減は、hj=0.05 として、次式で評価できるとする。 

 ( , ) ( ) ( , 0.05)eq eq eq eqSa T Fh Sa Tξ ξ≈ ⋅  (8) 

 1.5( )
1 10eq

eq
Fh ξ

ξ
=

+
 (9) 

 共振点、すなわち、ωeq=ωjとすると、式(7)(8)より、 
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+
 (10) 

このとき、天井の等価減衰 ξeqによる共振点での 5%に対する床応答スペクトルの比は、 
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 (11) 

図 32 に示すように床応答スペクトルの比（Saf 比、式(11)）は地震動のスペクトルの比（Fh

比、式(9)）よりも減衰による増減が大きい。「Appendix 1 床応答スペクトル Saf の減衰に

よる増減」に示すように、減衰による床応答の変動は概ね式(11)で評価できる。 

 
図 32 Fh比（式(9)）と Saf比（式(11)）の比較 
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式(3)の(b)部分 

最大速度 v の評価（報告書 7)3.3.3(2)）では、最大速度を次の等式を仮定して求めた。 

 21
2 s D Dmv E E E+ −= + +  (12) 

ここで、Es：最大ひずみエネルギ、ED
±：正側又は負側の衝突を含む（減衰）消費エネルギ、

である。Es=(1/2)m{pSvf(Teq, ξeq)}2 であり、ξeq= ∆ξ+ +∆ξ−=(ED
+

 + ED
−)/4πEs（報告書 7)3.3.3(1)

式(4)）であるから、式(12)を変形すると、 

 

(b)

1 4
( , ) eq

eq eq

v
pSvf T

pξ
ξ

= +
))))(

 (13) 

(a)×(b)部分とξeq の設定 

式(11)と式(13)より、最大速度 v を 5%の床応答擬似速度応答スペクトル pSvf(Teq, 0.05)で表

せば、 

 
{ }2

(b)
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))))))(

 (14) 

 

図 33 v/pSvf(Teq, 0.05)（共振点） 

 

 ここで、衝突を含む等価減衰定数 ξeqの大きさを確認しておく。図 34 に例示するように

ξeq は揺れの大きさ pSvf にも依存し、pSvf が大きくなると衝突部単独の減衰定数

ξs
±≡cs

±/2√mks
±（図中の縦の破線）に漸近する。 

 

図 34 ξeq の変化の例（2π/ωnp=1.5(s)、ξnp=0.01、e=0.7、κ=100） 
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これを単純化して次のように仮定する。 

 0.8eq sξ ξ ±≈  (15) 

ξs
±と反発係数 e±との関係は次式 3)である（複合同順）。 

 
2 2

ln

(ln )
s

e

e
ξ

p

±
±

±
= −

+
 (16) 

式(15)及び式(16)から、反発係数 e±と ξs 及び ξeq との関係を示すと図 35 のようになる。LGS

壁を除く基整促の実験では反発係数は 0.3～0.8 程度の範囲にあったことを参考にして、ξeq

は 0.05 以上とする。 

 

図 35 eとξs及びξeqとの関係 

  

図 33 に戻り、実線（式(14)）を確認すると、0.05≦ξeq≦0.10 では、 
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(c)部分（ωs/ωeq の設定） 

文献 3)の等価線形化法では、等価周期 Teq を次式で評価する（報告書 7)p.200。図 28(a)上

側の太実線。）。 

 eqT t t+ −= ∆ + ∆  (18) 
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1 11sin tan 1np np
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p ωκ

±
± − − ±

±±

      ∆ = + −        

 (19) 

ここで、 eqT ：衝突を含んだ等価周期、κ ：剛性比（ ( )sk k kκ = + 、図 27 参照）、pSv：擬

似速度応答、 npω ：非接触時の固有円振動数、 s：隙間、であり、上付きの「±」は正側と

負側を表す（式(19)では複合同順）。 

 簡単のため、正側と負側の特性を等しいとして、s+=s−=s、κ+=κ−=κ、∆t+= ∆t −= ∆t とおき、

Ts=Tnp
/{√(κ-1)}であるから、式(18)(19)より、 
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2

1 12 2 11 1 sin tan 1eq np

s np np

T st pSvf
T T pSvf s

ω
κ κ κ

p ωκ

±
− − ±

±±

   ∆    = − ⋅ = − ⋅ + −        

 (20) 

式(20)をグラフ化したものが図 36 である。等価線形化法 3)では減衰無しの条件で Teq を評

価しており、パラメータは縦軸の擬似速度 pSvf（ωnp s で基準化）と凡例の κ のみで決定さ

れる。 

 
図 36 Teq/Ts 

 

式(19)を単純化することを考える。ωnps/pSv<<1 とすれば、
1sin np nps pSvf s pSvfω ω− ≈ で

ある。また、 11 tan 2 4 ( )x x xp p− ≈ −� のとき、 と近似できる（図 37）。 

 
図 37 tan-1x≒π/2-4/(πx) 
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ここで、 2 2s s sT m kp ω p± ± ±= = である。式(21)の第 1 項は非衝突範囲を速度 pSvf で行き

来する時間であり、第 2 項は接触中の時間を示している（図 38）。 
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図 38 Δt±の近似式の構成 

 

正側と負側の特性を等しいとして、s+=s−=s、κ+=κ−=κ、∆t+= ∆t −= ∆t とおき、式(21)を式(18)

に代入すれば、 

 
41eq

s s

T s
T T pSvf

≈ +
⋅

 (22) 

 図 36 や式(22)から、ωs/ωeq =Teq/Ts を次のようにおくこととする。 

 1.1 1.2eqs

eq s
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Appendix 1 床応答スペクトル Saf の減衰による増減 

入力地震動は El Centro NS 波（先頭の 30 秒間）及び JMS 仙台 NS 波（東北地方太平洋沖地

震）（80 秒間）。構造躯体は 1 自由度系で周期は 0.3, 0.5, 0.7 秒、減衰 5％。図中の「Fh 比」

は式(9)、「Saf 比」は式(11)。 
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Appendix 2 許容耐力と天井面の長さの関係 

許容耐力と設計用水平震度の関係は次のとおり。 

 maxaP kwL=  

ここで、Pa：幅 1m 当たりの許容耐力(kN/m)、k：設計用水平震度、w：単位面積重量(kN/

㎡)、Lmax：天井面の長さ(m)、である。 

図 A 1 に w=15kgf/㎡=147N/㎡とおいて計算した結果を示す。横軸は許容耐力 Pa、縦軸は

天井面の長さ Lmax、凡例の数値は設計用水平震度を表す。図中には平面形状が正方形の場

合に特定天井となる長さ L=√200=14.1(m)も示している。 

開口が少なく吊り長さ 1.5m 以下のせっこうボード 1 枚張りの許容耐力として、３.２.２

(２)から Pa= Pcr/1.5=10(kN/m)/1.5=2/3=6.67(kN/m)とすれば、震度 k=3 で Lmax =15.1(m)、k=1.7

で Lmax =26.7(m)、k=0.7 で Lmax =64.8(m)となる。ただし、第八号のとおり、Lmax は最大で

20m までに制限されている。 

  
図 A 1 許容耐力と天井長さの関係 

 

  

64.8 

26.7 

15.1 

0
10
20
30
40
50
60
70

0 5 10 15 20

L m
ax

(m
)

Pa(kN/m)

3 1.7 0.7

w=147N/m2

凡例はk

特定天井
L=√200=14.1m

6.67



 48  
 

 

付録４ 隙間なし天井を受ける梁・壁の設計用震度と変形制限 

(１) 受け梁・壁の設計用震度 

新基準第八号に示される設計用水平震度は、施工上避け難い隙間（ギャップ）による天

井の衝突時の荷重を表現したものであり、天井を受ける梁又は壁（以下、単に壁等という。）

自体に生じる地震力は考慮されていない。 

図 39(a-1)に示すように、天井が壁等に衝突する前でも地震時には壁等に地震力が発生し

うる。壁等の変形と天井の衝突が同じ向きとなった場合が壁等にとって不利な条件となる

（図 39(a-2)）。そこで、壁等の設計用地震力は天井の衝突による衝撃力と壁等自体の地震

力を同じ向きとして重ね合わせて（足し合わせて）用いるものとする。 

図 39(b)のように考えて、衝撃力と壁等の地震力はそれぞれ次のように求める。 

[1] 天井から加えられる地震力（衝撃力）は新基準のとおり水平震度（k =3, 1.7, 0.7）に

天井の重量を掛けたものとする。 

[2] 壁等の地震力は簡略化のため壁面全体で一定の水平震度とし、その大きさは 0.5（特

定天井の従来の基準の「剛」な場合）以上とする。ただし、各階の床応答加速度を

適切な計算により求めた場合は当該計算によることができる注 1)。 
注 1) 上記[2]のただし書は、法第 20 条の認定における平成 12 年建告第 1461 号の特定天井の規定のただ

し書きによって隙間なし天井の仕様ルートを適用して時刻歴応答解析の結果を参照する場合や、構

造躯体の固有値解析結果を用いてモーダルアナリシスによって算定する場合などを想定している。 
 

ここで、壁等の水平震度を 0.5 としているのは、後述のように振動数が一定以上となる

ように変形を制限することから、壁等自体の揺れによる応答の増幅は小さいと考えている

ためである。 

 

 
(a-1) 衝突前   (a-2) 衝突後    (b)壁の設計用地震

力 

図 39 壁の設計用震度（壁際の断面図と壁の地震力） 

 

また、実際には起こりうるが設計上の慣行や簡便さを考慮して、壁や間柱の変形や許容

応力度を確認する際、層間変形による強制変形は無視してよいものとする。 

（なお、H25 基整促の実験において層間変形の有無による衝撃力の変化を実験的に確かめ

たところ、層間変形がない方が衝撃力は大きかったため、層間変形の影響は無視している。） 
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(２) 変形制限 

新基準では壁等について「地震力を壁等に加えた場合に、構造耐力上支障のある変形及

び損傷が生じないこと」とされている。ここでいう「変形」を求める際には、(１)で示し

たように壁等に生じる地震力も考慮する。 

壁等として図 40 のような場合を考える。∆を壁等の面外変位の最大値、δを受け梁（水

平材）の変形による面外変位とすると、図 40(a)のような受け梁の場合には∆ =δであるが、

図 40(b)のように受け梁を間柱が支えるような場合には∆ >δとなる。受け梁が大きく曲が

ってしまうと天井面が受け梁の変形に十分追随せずに柱周辺等の天井の部分に局所的な破

壊が発生するおそれがあるため、受け梁の変位δはスパンに応じた制限を設けるのが適当で

ある。また、図 40(b)のような場合もあるため、壁等の変位の最大値∆にも別途制限を加え

るのがよいと考えられる。 

上記の主旨に従って、変形制限を次のようにする。 
 ( )limmin 500, , 2(cm)Bδ ≤ ∆  (24) 

かつ 
 lim∆ ≤ ∆   (25) 

ここで、B は受け梁（水平材）の長さ、∆limは次の(３)で示す一定以上の振動数を確保する

ための面外変位の制限値（後出の式(27)及び表 4 参照）である。水平材の変形δは∆lim、B/500、

2(cm)のうちいずれか小さい値で制限する。 

 
  (a) 受け梁    (b) 受け梁＋間柱 

図 40 変形制限 
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(３) 一定の振動数を確保するための変形制限 

天井と壁等とが接触して一体となっているときの振動数を確認してみる。簡単のため、

図 40(b)の受け梁＋間柱を考え、受け梁が相対的に剛であるとして、図 41 のような 1 質点

1 自由度系に置き換えられるとする注 2)。図中の記号は、M が質量、K が剛性、ωが円振動

数（ω=√K/M）、k が水平震度、g が重力加速度である。衝撃力が相対的に大きいとして、k

には新基準の値を採用する。 

 
図 41 1質点 1自由度系 

 

地震力 kMg が作用した場合の静的な変位を∆とすれば、振動数を f（=ω/2p）として、 

 2 2(2 )
kMg kg kg

K fω p
∆ = = =  (26) 

となる。この式で、振動数を f=5(Hz)とおいた変位を特に∆ limと表すと、 

 lim 2 2
980 (cm)

(2 5) (31.415)
g k k k

p
∆ = = ≈

×
 (27) 

つまり、∆ lim(cm)は水平震度 k の値と同じである。具体的な数値を表 4 に示す。 

 

表 4 振動数 fを 5Hz以上とするための限界変位Δlim(cm) 

階 上層階注 3) 中間階注 3) 下層階注 3) 

水平震度 k 3.0 1.7 0.7 
振動数 f を 5Hz 以上とするた

めの限界変位 ∆lim(cm) 3.0 1.7 0.7 

 
注 2）図 40(a)の受け梁の場合、たわみ形状をサイン半波とすると、梁中央の変位δと 1 自由度系（図 41）

の変位∆との関係は、∆ = (p/4)δ =0.79δとなる（限界耐力計算の用語で言えば代表変位の考え方によ

る）。式(24)第2式により梁の変位δを制限すれば、∆ < δ < ∆lim であり、必要となる振動数は確保され

る。 

注 3）略称として用いたもので、具体的には新基準第八号の水平震度 k に関する表を参照のこと。 

 

  

M K=ω2M

kMg
∆
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付録５ 固定された設備等とのクリアランスの根拠 

面内圧縮力は、例示された 1 枚張りの許容耐力で 

  10/1.5 kN/m ........ (a) 

H25 基整促の実験から、面内圧縮の単位幅当たりの剛性（＝圧縮力／ひずみ）を、 

  (2kN/m/mm)×(試験体長さ約 4000mm)=8,000 kN/m  ....(b) 

とすれば（※脚注 1）、(a)/(b)より、 

  圧縮ひずみε=10/1.5 kN/m÷8,000kN/m =8.34×10−4 

動的な衝突により天井面が一様に圧縮されるとすれば（※脚注 2）、天井面の圧縮による縮

み変位は、 

  (L=20m)×（ε=8.34×10−4）=16.7mm ......(1) 

従来の基準の計算ルートにおける隙間（クリアランス）の算定方法 1)と同様に安全率を 1.5

とすれば、天井面を貫通する柱に必要とされるクリアランスは、 

 16.7mm×1.5 倍=25mm（=2.5cm） 

 

固定された設備等との間のクリアランスを考える場合には、層間変形による強制変形も関

係する。層間変形角を 1/200 として、吊り長さを 1.5m とすれば、 

  1.5m×1/200=7.5mm  .....(2) 

（吊り長さ 3m としても 15mm） 

 

多くの場合、(1)と(2)は逆向きだと思われるが、安全側に (1)+(2)とすれば、 

   16.7+7.5=24.2mm → 1.5 倍すると、36.3mm 

（吊り長さ 3m なら、31.7mm →1.5 倍すると 47.55mm →丸めて 5cm） 

 

以上から、固定された設備等とのクリアランスは 5cm とされた。 

 

※脚注 1：吊り長さ 1.5m で考えているが、吊り長さ（天井懐）が大きくなると式(b)の剛性

は下がる。結果として変位はもっと大きくなる。 

※脚注 2：静的な考え方で、接触する端部で最大圧縮力（=設計用外力）、反対側の端でゼ

ロ、とするよりも、算定変位は大きくなる。 
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付録６ 吊りボルトの弾性限変位 

図 42 に示すように、吊りボルトの上端（吊り元）は固定、下端は自由とする。吊りボ

ルトを有効直径 d の円形中実断面と考え、その長さを l とする。自重等による吊りボルト

の軸力は無視できるとする。 

下端に作用する水平力 P と下端の水平変位δの関係は、 
3 (3 )Pl EIδ =  

ここで、E はヤング率、I は断面 2 次モーメントである。 

吊元の固定端での曲げモーメントM=Plが縁降伏に相当する大きさMyとなるときの諸量

に添え字 y を付けて表すと、弾性限の水平変位δyは、 
3 2 2 2

22
3 3 3 3 ( 2) 3

y y y
y

P l M l ZFl Fl l
EI EI EI E d d

ε
δ = = = = =  

ここで、F は降伏応力度、Z は断面係数（円形中実断面では Z=I/(d/2)）、εy は降伏ひずみ（ εy 

=F/E）である。弾性限変位δy は長さ l の 2 乗に比例し、径 d に反比例する。 

特定天井の解説書にある設計例 1)を参考として、吊りボルトの降伏応力度をF=205N/mm2

とすれば、εy=10−3 である。同解説書から吊りボルトの径を d=0.78cm（W3/8 の場合）又は

d=1.08 cm（W1/2 の場合）とすると、 

{ }
{ }

23

23

0.855 10 (cm) (W3/8
(cm)

0.617 10 (cm) (W1/2)
y

l

l
δ

−

−

 × ×= 
× ×

）
 

図示すると図 43 のようになる。横軸は吊りボルトの長さ l(cm)、縦軸は弾性限水平変位

δy(cm)である。通常の W3/8 の場合、l=50(cm)ではδy=2.1(cm)、l=30(cm)ではδy=0.8(cm)とな

る。極端に短い吊りボルトでは弾性限の水平変位は非常に小さいことに注意すべきである。

例えば大部分の吊り材で吊り長さが 3m の天井の場合、層間変形角を 1/200 とすれば天井

面では 1.5cm の強制変位を生じるので、安全率を 1.5 として 1.5cm×1.5=2.25cm まで弾性に

留まるためには、壁際等における一部の吊りボルトでも 52cm 以上の長さを確保しなけれ

ばならない。 

 
図 42 吊りボルト 

 
図 43 弾性限の水平変位δy 

なお、天井下地への固定度の増加等により吊りボルトの両端（上下端）がともに固定と

みなせる場合には、計算上の弾性限変位は上記の 1/2 となる。 
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付録７ 平成 25 年度建築基準整備促進事業で対象とされた天井の概要 

 

基本的には、下地材には JISＡ6517 に規定される野縁、野縁受け、吊りボルトを用いてお

り、クリップにはいわゆる耐風圧クリップ（一部は比較のため JIS のクリップ）を使用し

ている。野縁間隔は 303mm（=910mm/3 本）、天井板（面材）にはせっこうボードを用いて

いる（図 44、図 45）。野縁と天井板をつなぐビスは 150mm～200mm 程度の間隔（910mm

に対して 5 本以上）で配置されている。天井の端部は、面材のせっこうボードが周囲の壁

等（実験では鉄骨の梁）に接触するように、野縁・野縁受けは天井の端部から内側へ 20mm

程度離れた位置までとしている（写真 6）。天井の地震力は面材のせっこうボードにより周

囲の壁等に伝達される。 

 

   
図 44 小規模試験体 12) 

 

       

図 45 大規模試験体 12) 
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付録８ 改正告示の新旧対照表 

○ プレストレストコンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安

全上必要な技術的基準を定める等の件（昭和 58 年建設省告示第 1320 号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

 

 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338

号)第 80 条の 2 第 2 号の規定に基づき、プ

レストレストコンクリート造の建築物又は

建築物の構造部分(以下「プレストレストコ

ンクリート造の建築物等」という。)の構造

方法に関する安全上必要な技術的基準を第

1 から第 12 までに定め、同令第 36 条第 1

項の規定に基づき、プレストレストコンク

リート造の建築物等の構造方法に関する安

全上必要な技術的基準のうち耐久性等関係

規定を第 19 に、同条第 2 項第 1 号の規定に

基づき、同令第 81 条第 2 項第 1 号イに規定

する保有水平耐力計算によつて安全性を確

かめる場合に適用を除外することができる

技術的基準を第 20 にそれぞれ指定し、並び

に同条第 3 項の規定に基づき、プレストレ

ストコンクリート造の建築物等の構造計算

が、第 13 及び第 17 に適合する場合におい

ては、当該構造計算は、同令第 82 条各号及

び同令第 82条の 4に定めるところによる構

造計算と同等以上に安全性を確かめること

ができるものと認め、同令第 81 条第 2 項第

2 号イの規定に基づき、プレストレストコ

ンクリート造の建築物等の構造計算が、第

13、第 14、第 15 第 1 号及び第 17 に適合す

る場合においては、当該構造計算は、同項

第 2 号イに規定する許容応力度等計算と同

等以上に安全性を確かめることができるも

のと認め、同項第 1 号イの規定に基づき、

プレストレストコンクリート造の建築物等

 

 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338

号)第 80 条の 2 第 2 号の規定に基づき、プ

レストレストコンクリート造の建築物又は

建築物の構造部分(以下「プレストレストコ

ンクリート造の建築物等」という。)の構造

方法に関する安全上必要な技術的基準を第

1 から第 12 までに定め、同令第 36 条第 1

項の規定に基づき、プレストレストコンク

リート造の建築物等の構造方法に関する安

全上必要な技術的基準のうち耐久性等関係

規定を第 19 に、同条第 2 項第 1 号の規定に

基づき、同令第 81 条第 2 項第 1 号イに規定

する保有水平耐力計算によつて安全性を確

かめる場合に適用を除外することができる

技術的基準を第 20 にそれぞれ指定し、並び

に同条第 3 項の規定に基づき、プレストレ

ストコンクリート造の建築物等の構造計算

が、第 13 及び第 17 に適合する場合におい

ては、当該構造計算は、同令第 82 条各号及

び同令第 82条の 4に定めるところによる構

造計算と同等以上に安全性を確かめること

ができるものと認め、同令第 81 条第 2 項第

2 号イの規定に基づき、プレストレストコ

ンクリート造の建築物等の構造計算が、第

13、第 14、第 15 第 1 号及び第 17 に適合す

る場合においては、当該構造計算は、同項

第 2 号イに規定する許容応力度等計算と同

等以上に安全性を確かめることができるも

のと認め、同項第 1 号イの規定に基づき、

プレストレストコンクリート造の建築物等
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の構造計算が、第 13、第 14、第 15 第 2 号

及び第 17 に適合する場合、又は第 13、第

14、第 16 及び第 17 に適合する場合におい

ては、当該構造計算は、同項第 1 号イに規

定する保有水平耐力計算と同等以上に安全

性を確かめることができるものと認め、同

号ロの規定に基づき、プレストレストコン

クリート造の建築物等の構造計算が、第 18

に適合する場合においては、当該構造計算

は、同号ロに規定する限界耐力計算と同等

以上に安全性を確かめることができるもの

と認める。 

 

第 1～17 (略) 

第 18 限界耐力計算と同等以上に安全性を

確かめることができる構造計算 

一～五 (略) 

六 屋根ふき材、特定天井、外装材及び

屋外に面する帳壁については、次のイ

及びロに定めるところによる。 

イ (略) 

ロ 特定天井が、平成 12 年建設省告示

第 1457 号第 11 第 2 号の規定に基づ

く構造計算によつて荷重及び外力に

対し構造耐力上安全であることを確

かめること。ただし、平成 25 年国土

交通省告示第 771 号第 3 第 2 項若し

くは第 3 項に定める基準に適合する

もの、令第 39 条第 3 項の規定に基づ

く国土交通大臣の認定を受けたもの

又は同告示第 3 第 4 項第 1 号に定め

る構造計算によつて構造耐力上安全

であることが確かめられた場合にお

いては、この限りでない。 

2 (略) 

第 19、20 (略) 

の構造計算が、第 13、第 14、第 15 第 2 号

及び第 17 に適合する場合、又は第 13、第

14、第 16 及び第 17 に適合する場合におい

ては、当該構造計算は、同項第 1 号イに規

定する保有水平耐力計算と同等以上に安全

性を確かめることができるものと認め、同

号ロの規定に基づき、プレストレストコン

クリート造の建築物等の構造計算が、第 18

に適合する場合においては、当該構造計算

は、同号ロに規定する限界耐力計算と同等

以上に安全性を確かめることができるもの

と認める。 

 

第 1～17 (略) 

第 18 限界耐力計算と同等以上に安全性を

確かめることができる構造計算 

一～五 (略) 

六 屋根ふき材、特定天井、外装材及び

屋外に面する帳壁については、次のイ

及びロに定めるところによる。 

イ (略) 

ロ 特定天井が、平成 12 年建設省告示

第 1457 号第 11 第 2 号の規定に基づ

く構造計算によつて荷重及び外力に

対し構造耐力上安全であることを確

かめること。ただし、平成 25 年国土

交通省告示第 771 号第 3 第 1 項に定

める基準に適合するもの、令第 39 条

第 3 項の規定に基づく国土交通大臣

の認定を受けたもの又は同告示第 3

第 2 項第 1 号に定める構造計算によ

つて構造耐力上安全であることが確

かめられた場合においては、この限

りでない。 

2 (略) 

第 19、20 (略) 
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○ 損傷限界変位、Td、Bdi、層間変位、安全限界変位、Ts、Bsi、Fh 及び Gs を計算する

方法並びに屋根ふき材等及び外壁等の構造耐力上の安全を確かめるための構造計算の基準

を定める件（平成 12 年建設省告示第 1457 号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

 

 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338

号)第 82 条の 5 第 3 号イからニまで、第 5

号、第 7 号並びに第 8 号の規定に基づき、

損傷限界変位、Td、Bdi、層間変位、安全限

界変位、Ts、Bsi、Fh 及び Gs を計算する方

法並びに屋根ふき材等の構造耐力上の安全

を確かめるための構造計算の基準を次のよ

うに定める。 

 

第 1～10 (略) 

第 11 令第 82条の 5第 7号に規定する屋根

ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面

する帳壁の構造計算の基準は、次のとお

りとする。 

一 (略) 

二 特定天井の構造計算の基準は、次の

とおりとする。ただし、平成 25 年国土

交通省告示第 771 号第 3 第 2 項若しく

は第 3 項に定める基準に適合するも

の、令第 39 条第 3 項の規定に基づく国

土交通大臣の認定を受けたもの又は同

告示第 3 第 4 項第 1 号に定める構造計

算によって構造耐力上安全であること

が確かめられた場合においては、この

限りでない。 

イ～ニ (略) 

第 12 (略)  

 

 

 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338

号)第 82 条の 5 第 3 号イからニまで、第 5

号、第 7 号並びに第 8 号の規定に基づき、

損傷限界変位、Td、Bdi、層間変位、安全限

界変位、Ts、Bsi、Fh 及び Gs を計算する方

法並びに屋根ふき材等の構造耐力上の安全

を確かめるための構造計算の基準を次のよ

うに定める。 

 

第 1～10 (略) 

第 11 令第 82条の 5第 7号に規定する屋根

ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面

する帳壁の構造計算の基準は、次のとお

りとする。 

一 (略) 

二 特定天井の構造計算の基準は、次の

とおりとする。ただし、平成 25 年国土

交通省告示第 771 号第 3 第 1 項に定め

る基準に適合するもの、令第 39 条第 3

項の規定に基づく国土交通大臣の認定

を受けたもの又は同告示第 3 第 2 項第

1 号に定める構造計算によって構造耐

力上安全であることが確かめられた場

合においては、この限りでない。 

 

イ～ニ (略) 

第 12 (略)  
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○ 免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件（平成 12 年建

設省告示第 2009 号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

 

 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338

号)第 38 条第 3 項の規定に基づき、免震建

築物の基礎の構造方法を第 3 に、及び同令

第 80 条の 2 第 2 号の規定に基づき、免震建

築物の構造方法に関する安全上必要な技術

的基準を第 4 に定め、同令第 36 条第 1 項の

規定に基づき、免震建築物の耐久性等関係

規定を第 5 に指定し、並びに同令第 81 条第

2 項第 1 号ロの規定に基づき、限界耐力計

算と同等以上に免震建築物の安全性を確か

めることができる構造計算を第 6 のように

定める。 

 

第 1～第 5 (略) 

第 6 第 81 条第 2 項第 1 号ロに規定する限

界耐力計算と同等以上に免震建築物の安

全性を確かめることができる構造計算

は、次項から第 5 項までに定める基準に

従った構造計算とする。 

2 (略) 

3  上部構造について、次に定めるところ

により構造計算を行うこと。ただし、法

第 20 条第 4 号第 20 条第 1 項第 4 号に掲

げる建築物である免震建築物において、

上部構造が第 4 第 2 号イ及びロの規定に

適合し、かつ、第 1 号の規定の式によっ

て計算した上部構造の最下階における地

震層せん断力係数が 0.2 以下の数値とな

る場合にあっては、第 1 号から第 3 号ま

で、第 6 号及び第 7 号の規定については、

適用しない。 

 

 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338

号)第 38 条第 3 項の規定に基づき、免震建

築物の基礎の構造方法を第 3 に、及び同令

第 80 条の 2 第 2 号の規定に基づき、免震建

築物の構造方法に関する安全上必要な技術

的基準を第 4 に定め、同令第 36 条第 1 項の

規定に基づき、免震建築物の耐久性等関係

規定を第 5 に指定し、並びに同令第 81 条第

2 項第 1 号ロの規定に基づき、限界耐力計

算と同等以上に免震建築物の安全性を確か

めることができる構造計算を第 6 のように

定める。 

 

第 1～第 5 (略) 

第 6 第 81 条第 2 項第 1 号ロに規定する限

界耐力計算と同等以上に免震建築物の安

全性を確かめることができる構造計算

は、次項から第 5 項までに定める基準に

従った構造計算とする。 

2 (略) 

3  上部構造について、次に定めるところ

により構造計算を行うこと。ただし、法

第 20 条第 4 号第 20 条第 1 項第 4 号に掲

げる建築物である免震建築物において、

上部構造が第 4 第 2 号イ及びロの規定に

適合し、かつ、第 1 号の規定の式によっ

て計算した上部構造の最下階における地

震層せん断力係数が 0.2 以下の数値とな

る場合にあっては、第 1 号から第 3 号ま

で、第 6 号及び第 7 号の規定については、

適用しない。 
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一～七 (略) 

八 特定天井について、次に定めるとこ

ろによること。ただし、平成 25 年国土交

通省告示第 771 号第 3 第 1 項に定める基

準(この場合において、同項第 9 号の表中

の k は、天井を設ける階にかかわらず、

0.5 以上とすることができる。)に適合す

るもの、同告示第 3 第 3 項に定める基準

(この場合において、同項第 8 号の表中の

k は、天井を設ける階にかかわらず、0.7

以上とすることができる。)に適合するも

の又は令第 39条第 3項の規定に基づく国

土交通大臣の認定を受けたものにあって

は、この限りでない。 

イ～ニ (略) 

4～9 (略) 

 

一～七 (略) 

八 特定天井について、次に定めるとこ

ろによること。ただし、平成 25 年国土交

通省告示第 771 号第 3 第 1 項に定める基

準(この場合において、同告示第 3 第 1 項

第 9 号の表中の k は、天井を設ける階に

かかわらず、0.5 以上とすることができ

る。)に適合するもの又は令第 39 条第 3

項の規定に基づく国土交通大臣の認定を

受けたものにあっては、この限りでない。 

 

 

 

 

イ～ニ (略) 

4～9 (略) 
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○ エネルギーの釣合いに基づく耐震計算等の構造計算を定める件（平成 17 年国土交通省

告示第 631 号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

 

 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338

号)第 81 条第 2 項第 1 号ロの規定に基づき、

限界耐力計算と同等以上に建築物の安全性

を確かめることのできる構造計算を次のよ

うに定める。 

 

第 1～7 (略) 

第 8 屋根ふき材、特定天井、外装材及び

屋外に面する帳壁については、次の各号

に定めるところによる。 

一 (略) 

二 特定天井が、平成 12 年建設省告示第

1457号第 11第 2号の規定に基づく構造計

算によって荷重及び外力に対し構造耐力

上安全であることを確かめること。この

場合において、同号ロ中「令第 82 条の 5

第 3 号の地震力を考慮して」とあるのは

「第 4 第 2 号に規定する地震によるエネ

ルギーが建築物に作用する時に」と読み

替えるものとする。ただし、平成 25 年国

土交通省告示第 771 号第 3 第 2 項若しく

は第 3 項に定める基準に適合するもの、

令第 39条第 3項の規定に基づく国土交通

大臣の認定を受けたもの又は同告示第 3

第 4 項第 1 号に定める構造計算によって

構造耐力上安全であることが確かめられ

た場合においては、この限りでない。 

第 9 (略) 

 

 

 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338

号)第 81 条第 2 項第 1 号ロの規定に基づき、

限界耐力計算と同等以上に建築物の安全性

を確かめることのできる構造計算を次のよ

うに定める。 

 

第 1～7 (略) 

第 8 屋根ふき材、特定天井、外装材及び

屋外に面する帳壁については、次の各号

に定めるところによる。 

一 (略) 

二 特定天井が、平成 12 年建設省告示第

1457号第 11第2号の規定に基づく構造計

算によって荷重及び外力に対し構造耐力

上安全であることを確かめること。この

場合において、同号ロ中「令第 82 条の 5

第 3 号の地震力を考慮して」とあるのは

「第 4 第 2 号に規定する地震によるエネ

ルギーが建築物に作用する時に」と読み

替えるものとする。ただし、平成 25 年国

土交通省告示第 771 号第 3 第 1 項に定め

る基準に適合するもの、令第 39 条第 3 項

の規定に基づく国土交通大臣の認定を受

けたもの又は同告示第 3 第 2 項第 1 号に

定める構造計算によって構造耐力上安全

であることが確かめられた場合において

は、この限りでない。 

第 9 (略) 
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○ 建築基準法施行令第 36 条の 2 第 5 号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件（平

成 19 年国土交通省告示第 593 号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

 

 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338

号。以下「令」という。)第 36 条の 2 第 5

号の規定に基づき、その安全性を確かめる

ために地震力によって地上部分の各階に生

ずる水平方向の変形を把握することが必要

であるものとして、構造又は規模を限って

国土交通大臣が指定する建築物は、次に掲

げる建築物(平成14年国土交通省告示第474

号に規定する特定畜舎等建築物を除く。)と

する 

一 地階を除く階数が 3 以下、高さが 13

メートル以下及び軒の高さが 9 メート

ル以下である鉄骨造の建築物であっ

て、次のイからハまでのいずれか(薄板

軽量形鋼造の建築物及び屋上を自動車

の駐車その他これに類する積載荷重の

大きな用途に供する建築物にあって

は、イ又はハ)に該当するもの以外のも

の 

イ 次の(1)から(5)までに該当するもの 

(1)～(4) （略） 

(5) 特定天井が平成 25 年国土交通省告

示第 771 号第 3 第 2 項若しくは第 3 項

に定める基準に適合するもの、令第 39

条第 3 項の規定に基づく国土交通大臣

の認定を受けたもの又は同告示第 3 第

4 項第 1 号に定める構造計算によって

構造耐力上安全であることが確かめら

れたもの 

ロ・ハ (略) 

二～八 (略) 

 

 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338

号。以下「令」という。)第 36 条の 2 第 5

号の規定に基づき、その安全性を確かめる

ために地震力によって地上部分の各階に生

ずる水平方向の変形を把握することが必要

であるものとして、構造又は規模を限って

国土交通大臣が指定する建築物は、次に掲

げる建築物(平成14年国土交通省告示第474

号に規定する特定畜舎等建築物を除く。)と

する 

一 地階を除く階数が 3 以下、高さが 13

メートル以下及び軒の高さが 9 メートル

以下である鉄骨造の建築物であって、次

のイからハまでのいずれか(薄板軽量形

鋼造の建築物及び屋上を自動車の駐車そ

の他これに類する積載荷重の大きな用途

に供する建築物にあっては、イ又はハ)に

該当するもの以外のもの 

 

イ 次の(1)から(5)までに該当するもの 

(1)～(4) （略） 

(5) 特定天井が平成 25 年国土交通省告

示第 771 号第 3 第 1 項に定める基準に

適合するもの、令第 39 条第 3 項の規定

に基づく国土交通大臣の認定を受けた

もの又は同告示第 3 第 2 項第 1 号に定

める基準に適合するもの 

 

 

ロ・ハ (略) 

二～八 (略) 
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○ 確認審査等に関する指針（平成 19年国土交通省告示第 835号）（抄） 

（傍線部分は改正部分） 

 

改正後 改正前 
 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第18条

の3第1項の規定に基づき、同項に規定する確認審査

等に関する指針を次のように定める。 

第1～4 (略) 
 

別表 

 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第18条

の3第1項の規定に基づき、同項に規定する確認審査

等に関する指針を次のように定める。 

第1～4 (略) 
 

別表 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（い） 

 

（ろ） 

 

（は） 

 

（に） 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（い） 

 

（ろ） 

 

（は） 

 

（に） 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
区分 

 

 

図書の

種類 

 

審査すべ

き事項 

 

判定すべ

き事項 

 
 

 

 
区分 

 

 

図書の

種類 

 

審査すべ

き事項 

 

判定すべ

き事項 
 
（1） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
令第81
条第2
項第1
号イに
規定す
る保有
水平耐
力計算
により
安全性
を確か
めた建
築物 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 共 
 通 
 事 
 項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
（略） 

 
（略） 

 
（略） 

 
（1） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
令第81
条第2
項第1
号イに
規定す
る保有
水平耐
力計算
により
安全性
を確か
めた建
築物 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 共 
 通 
 事 
 項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
（略） 

 
（略） 

 
（略） 

 
特別な
調査又
は研究
の結果
等説明
書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
（略） 

 
（略） 

 
特別な
調査又
は研究
の結果
等説明
書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
（略） 

 
（略） 

 

平成25年

国土交通

省告示第7

71号第3第

4項第2号

に定める

構造方法

が使用さ

れている

場合にあ

っては、そ

の検討内

容が明記

されてお

り、それら

が適切で

あること。 

 

平成25年

国土交通

省告示第7

71号第3第

4項第2号

に定める

構造方法

が使用さ

れている

場合にあ

っては、そ

の検討内

容が明記

されてお

り、それら

が適切で

あること。 

 

平成25年

国土交通

省告示第7

71号第3第

2項第2号

に定める

構造方法

が使用さ

れている

場合にあ

っては、そ

の検討内

容が明記

されてお

り、それら

が適切で

あること。 

 

平成25年

国土交通

省告示第7

71号第3第

2項第2号

に定める

構造方法

が使用さ

れている

場合にあ

っては、そ

の検討内

容が明記

されてお

り、それら

が適切で

あること。 
 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 
 

（2） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（2） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 
 
（3） 

 
令第81

 
 共 

 
（略） 

 
（略） 

 
（略） 

 
（3） 

 
令第81

 
 共 

 
（略） 

 
（略） 

 
（略） 
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条第2
項第2
号イに
規定す
る許容
応力度
等計算
により
安全性
を確か
めた建
築物 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 通 
 事 
 項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
特別な
調査又
は研究
の結果
等説明
書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
（略） 

 
（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

条第2
項第2
号イに
規定す
る許容
応力度
等計算
により
安全性
を確か
めた建
築物 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 通 
 事 
 項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
特別な
調査又
は研究
の結果
等説明
書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
（略） 

 
（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平成25年

国土交通

省告示第7

71号第3第

4項第2号

に定める

構造方法

が使用さ

れている

場合にあ

っては、そ

の検討内

容が明記

されてお

り、それら

が適切で

あること。 

 

平成25年

国土交通

省告示第7

71号第3第

4項第2号

に定める

構造方法

が使用さ

れている

場合にあ

っては、そ

の検討内

容が明記

されてお

り、それら

が適切で

あること。 

 

平成25年

国土交通

省告示第7

71号第3第

2項第2号

に定める

構造方法

が使用さ

れている

場合にあ

っては、そ

の検討内

容が明記

されてお

り、それら

が適切で

あること。 

 

平成25年

国土交通

省告示第7

71号第3第

2項第2号

に定める

構造方法

が使用さ

れている

場合にあ

っては、そ

の検討内

容が明記

されてお

り、それら

が適切で

あること。 
 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 
 

（4） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（4） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 
 

（略） 

 

（略） 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


